
議案第２６号 

   天理市立身体障害者デイサービスセンター条例の一部改正について 

天理市立身体障害者デイサービスセンター条例の一部を次のように改正しよ

うとする。 

平成18年３月９日提出 

                       天理市長 南  佳 策 

天理市立身体障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 

天理市立身体障害者デイサービスセンター条例（平成13年９月天理市条例第

29号）の一部を次のように改正する。 

第10条第２項中「身体障害者福祉法（昭和24年法律第2 8 3号）第17条の４第

２項第１号に掲げる」を「障害者自立支援法（平成17年法律第1 2 3号）第29条

第３項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内

で指定管理者が市長の承認を得て定める」に改める。 

附 則 

この条例は、平成18年４月１日から施行する。                     


